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全米熱帯まぐろ類委員会（ＩＡＴＴＣ
アイエーティーティーシー

） 
第 98回会合（再開会合）の結果について 

 

１ 日時・場所 

10月 19日（火）から 23日（土）（日本時間）まで、 

ウェブ会議形式。 
 

２ 我が国出席者 

福田 水産庁資源管理部漁業交渉官（政府代表）ほか、 

水産庁、外務省、関係団体等。 
 

３ 結果概要 

（１）太平洋クロマグロ 

東部太平洋（※１）における「漁獲枠の 15％増」等

（※２）について、正式決定された。 

（※１）米国とメキシコが操業。我が国が操業する中西部太平洋における増枠につい

ては、12月のＷＣＰＦＣ（中西部太平洋まぐろ類委員会）「年次会合」で議論。 

（※２）７月の「ＷＣＰＦＣ北小委員会とＩＡＴＴＣの合同作業部会」の結果を踏ま

え、15％増枠＋年間200トンの追加。 
 

（２）メバチ・キハダ 

まき網漁業（※３）について、メバチ漁獲量に応じた

禁漁期間の延長等の規制強化が合意された。 

（※３）ＩＡＴＴＣ水域での我が国漁船の操業は、はえ縄漁業のみであり、まき網漁

業の操業はない。  
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【参考１ 東部太平洋の太平洋クロマグロの漁獲枠（２年間分）】 
 

 現 状 2021-2022年（※） 2023-2024年 

全 体 6,600トン 7,295トン 7,990トン 

（うちメキシコ） 6,000トン 6,556トン 6,973トン 

（うち米国） 600トン 739トン 1,017トン 

（※）増枠が適用されるのが 2022年からであるため、「2021-2022年」の漁獲枠は、 

「2023-2024年」よりも少ない。 

 

 

【参考２ メバチ・キハダ資源管理措置の概要】 
 
（１）まき網漁業 

 現 状 新たな措置 

全面禁漁期間 72日間 

漁船毎に前年のメバチ漁獲量に応じて禁漁期間を延

長（※１） 

1200トン以上： 82日間   

1500トン以上： 85日間   

1800トン以上： 88日間 等 

集魚装置（FAD） 

の使用数 

450個 

（※２） 

2022年：400個 

2023年：340個 

2024年：340個 

（※１）2022年については、2017-2019年平均のメバチ漁獲量が1,200トンを超過していた 

まき漁漁船について、一律 80日間の禁漁期間。 

（※２）漁船の大きさ別に上限が設定されており、「450個」は一番大きい漁船の区分の上限。 

 

（２）はえ縄漁業（※変更なし） 

   メバチの漁獲枠の設定（我が国漁獲枠 32,372 トン/年） 


